
「（仮称）白岡町自治基本条例（白岡町まちづくり条例）をつくる会」 
第６回全体会議・ワークショップの概要 

日  時 平成２１年１１月２１日（土）午後１時３５分～４時３５分 
会  場 庁舎４階 会議室４０３ 
出席委員 五十嵐、内山、遠藤、金子、神田、日下、古嶋、櫻井、嶋津、利根川、 
（敬称略） 野口、平田、広辺、藤巻、松井、吉野 
学識経験者 牛山教授 
事務局（町職員等） 池澤、折原、鈴木、岩楯、神田、高山 
配布資料 別添のとおり 
 
１ 本日の内容 

(1)  全体会議 
本日のワークショップで行う、条例の素案に盛り込む項目案の「大項目」につい

て各グループで話し合い、その後、条例の素案の柱となる「大項目」をつくる会全

体で検討するという作業の内容を確認した。 
 

(2) ワークショップ                        （敬称略） 
 
 
 

 
ア 上記の３グループに分かれ、条例の素案にはどのような「大項目」を盛り込ん

でいくかについて話し合った。 
イ グループごとに違う「大項目」について、つくる会全体としてはどのような「大

項目」を条例の素案に盛り込んだら良いかについて話し合った。 
  ウ ３グループが共通して、「大項目」とした方が良いとして挙げた項目は、「（前

文）総論」、「（住民）市民」、「住民協働」、「行政」、「議会」、「地域自治・コミュ

ニティ」、「情報公開・情報共有」、「地域経営・（計画）・住民投票・住民参加」、「ま

ちづくり」、「改廃」だった。 
    なお、続きの作業は次回のワークショップで行う。 

 
(3)  その他 
１１月２９日（日）に開催する、町制５５周年記念事業「『みんなでつくるまちづ

くり』フォーラム」について、委員の皆さんに出席をお願いした。 
    
 
２ 次回の日程 

１２月６日（日）午前９時から、庁舎の会議室４０３で行う。 

Ａグループ 神田（進行役）、金子（書記）、野口、平田、松井 
Ｂグループ 櫻井（進行役）、広辺（書記）、五十嵐、遠藤、利根川、藤巻 
Ｃグループ 日下（進行役）、古嶋（書記）、内山、嶋津、吉野 



第６回全体会議・ワークショップ                    プログラム 

 

（仮称）白岡町自治基本条例（白岡町まちづくり条例）をつくる会 

第６回全体会議及びワークショップ 

 

１ 日 時  平成２１年１１月２１日（土）午後１時３０分～４時３０分 

２ 場 所  町役場４階 会議室４０３ 

３ 内 容 

  全体会議では、本日のワークショップで皆さんが行う作業内容の確認を行い

ます。 

今回のワークショップでは、「条例の素案に盛り込む項目案」の大項目・中項

目・小項目を決める作業が中心となります。 

４ プログラム 

時間の目安 内  容 

13:30 開会 

13:30～13:40 あいさつ（「つくる会」内山会長・折原町民活動推進課長） 

13:40～16:20 

（適宜休憩） 

１ 全体会議（議長：内山会長）   

本日の「ワークショップ」の進め方について、事務局から

説明を行います。 

２  ３グループによるワークショップ  

※作業内容については、裏面のとおりです。 

⑴ 事務局が作成した「条例の素案に盛り込む項目（案）」

（別紙４）の分類項目の確認・加除を行いながら、条例の

素案の柱となる「大項目」を決めます。 

⑵ ３グループで出た条例の素案の「大項目」について、全

体で話し合いを行います。 

⑶ 残りの時間で、グループごとに「中項目」・「小項目」を

検討します。 

16:20～16:30 

 

１ 「みんなでつくるまちづくりフォーラム」について 

２ 今後の進め方等について 

３ その他 

16:30 閉会 

   



ワークショップの進め方 

 自治基本条例を、町の幅広い分野で活用できるものにするために

は、町の現状を踏まえた「白岡らしさ」を出した条例にする必要が

あります。 

そのためには、条例の素案にどのような項目を盛り込んだら良い

か、条例の素案の柱となる「大項目」、「中項目」、「小項目」を決め

てから、再度、不足することがないか見直すことが大切です。 

 そこで、今回のワークショップでは、次の作業を行います。 

  

①   条例の素案にどのような項目を盛り込むか、その「大 項目」

を決める作業を行います。 

事務局が作成した別紙４の「大項目・中項目・小項目」の分類

項目の確認・加除を行いながら、条例の素案の柱となる「大項目」

を決めます。 

決めた大項目は、別紙 5（グループごとに途中まで記入がある

もの）に記入してください。  

 

 

②  「どのような大項目とするか」 について、グループごとに発

表を行います。  

①の作業で決めた「大項目」 について、グループごとに 発表

してください。    

 

 

③  グループごとに違う大項目について、全体で調整します。 

 ②で発表した大項目について、「つくる会」全体として条例の

素案の柱となる大項目を何にするのかを議論していきます。 

 

 

④  「条例の素案に盛り込む項目案」の「中項目」、「小項目」を

検討します。別紙５を提出します。 

③の議論で、つくる会全体として決めた大項目に対応するよ

うに、「中項目」、「小項目」をどうするか、グループごとに議論

してください。 

グループの書記は、別紙５（提出用）に清書して提出してく

ださい。 

 

 

終了です。おつかれさまでした！ 



中項目 小項目 別紙３から条文に入れたい意見（番号等を記入）

Ⅰ
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Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅷ

　　　　　　　　　　　　　　　　条例の素案に盛り込む項目（案）　　　Ｈ２１．     ．     現在　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　   　　　グループ）別紙５　　　　　作業 ・ 提出用

大項目




